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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！ 電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

 更生保護女性会のマーク

いじめや体罰など子ども（原則 18 歳未
満）の権利侵害に関わる問題から子育て
の悩みやしつけなど、子どもに関わるあ
らゆる相談に応じます。
▶相談電話番号　☎ 048-822-7007
▶時間 　10:30 ～ 18:00　毎日
　　　　( 祝日・年末年始を除く )
※ 子どもの権利侵害については、面接相

談（予約制）のうえ、必要に応じて関
係機関との調整も行っています。

問　　　　　　埼玉県こども安全課児童権利擁護担当  
☎ 048-834-8755　  

「子どもスマイルネット」
に相談してみませんか？

犯罪・非行防止・立ち直り支援
「愛の募金」に協力をお願いします

三芳地区更生保護女性会は、青少年の非
行防止、罪を犯した人の社会復帰をする
ための支援をしているボランティア団体
です。毎年７月、法務省による“社会を
明るくする運動”強化月間中に「愛の募
金活動」を行っています。三芳地区更生
保護女性会の活動の趣旨を理解していた
だき、充実した活動が出来ます
ようご支援、ご協力をお願いい
たします。
問　福祉課福祉担当内 173

蚊を介する感染症の
予防対策

昨年は、蚊を介する感染症であるデング
熱の国内感染が、約 70 年ぶりに確認さ
れました。蚊を介する感染症を防ぐため
には以下の 2 つのポイントが重要です。
○蚊を増やさない…蚊は、植木鉢の受け
　 皿やプラスチック容器などに溜まった

雨水など小さな水たまりで発生するの
で、日頃から住まいの周囲の水たまり
を無くすように心がけましょう。

○蚊に刺されない…屋外に蚊が多くいる
　 場所で活動する場合は、できるだけ肌

を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、
蚊に刺されないよう注意しましょう。

※ 蚊の活動は概ね 10 月下旬頃で終息し
ます。これらの対策は 10 月下旬頃ま
でを目安に行いましょう。

問　蚊媒介の感染症に関すること
埼玉県保健医療部疾病対策課☎ 048-830-3557
蚊の防除に関すること
埼玉県保健医療部生活衛生課☎ 048-830-3606

県内のものづくりの現場や、県立の博物
館・美術館等を巡るスタンプラリーです。
・ 約 100 か所の体験・見学できる企業

や施設にスタンプが設置されます。町
では、石坂産業㈱くぬぎの森環境塾に
スタンプが設置されています。

・ スタンプを集めると抽選でスタンプラ
リー参加企業・施設提供の素敵なプレ
ゼントが当たります。

・ 参加用紙は、以下のホームページで入
手できるほか問合せ先にご連絡いただ
ければ郵送します。

・ 色々なモノが作られるまでの秘密や職
人技を見学・体験するチャンスです。
夏休みの学習・思い出作りとして是非
参加してください！

▶日時　７月 17 日㈮～１月 18 日㈪
▶場所　 県内工場、伝統工芸産地、 
　　　　博物館、美術館等
▶費用　入館料、体験料等
            （施設により異なります）
問 埼玉県観光課　スタンプラリー本部
☎ 048-830-3955 FAX 048-830-4819

http://www.sainokuni-kanko.jp/

発見！体験！
埼玉スタンプラリー 2015

環境影響評価調査計画書
（変更案）の縦覧および説明会

新座都市計画事業 ( 仮称 ) 大和田二・三
丁目地区土地区画整理事業に係る環境影
響評価調査計画書（変更案）の縦覧を行
います。また、計画書（変更案）の説明
会を行います。
環境影響評価調査計画書（変更案）の縦覧
▶期間　７月 1 日㈬～ 31 日㈮９:00 ～ 16:30
　※土曜日、日曜日および祝日を除く。
▶場所　都市計画課、埼玉県環境政策課、
　　　　埼玉県西部環境管理事務所ほか
※ この調査計画書は新座市 http://

www.city.niiza.lg.jp/soshiki/85/　
および中央図書館で見ることができます。

計画書（変更案）説明会
▶日時　7 月 29 日㈬　19:00 ～
▶場所　三芳町総合体育館２階第 2 会議室
問　【場所】都市計画課都市計画・区画整理担当
☎ 258-0019 内 235･238

【内容】新座市（仮）大和田二・三丁目地区土地
区画整理事業推進室☎ 048-477-1111 内 1523
または埼玉県環境政策課☎ 048-830-3041

▶ 日時 7 月 25 日㈯　9:00 ～ 12:00
▶会場 消防本部大講堂
▶対象  三芳町・富士見市・ふじみ野市

在住、在勤、在学者
▶定員　30 人
▶ 申込み　 7 月 6 日㈪～ 10 日㈮の間に

下記へ連絡し予約
問 入間東部地区消防組合消防本部救急課
　☎ 261-6673（平日のみ 8:30 ～ 17:00)

普通救命講習
測量のお知らせ

都市計画基本図を修正するため、町内の
一部を測量します。測量士は身分証明書
を携帯しています。なお、基本的に民地
に立ち入ることはありません。
▶業者名　㈱パスコ　さいたま支店　
▶期間　7 月 10 日～ 9 月 10 日まで
問 都市計画課都市計画・区画整理担当
　内 235･238

平成27年度
「防火標語」募集

▶募集内容 　 「住宅防火に関すること」      
　をテーマとした標語

▶資格　 三芳町・富士見市・ふじみ野市
に在住または勤務している人

▶期間　7 月 1 日㈬～ 8 月 31 日㈪必着
▶入賞　最優秀賞 1 点、優秀賞 2 点
　 入賞者には、賞状・記念品を贈呈。最

優秀賞作品は、一年間火災予防運動な
どのＰＲに活用させていただきます。

▶ 応募方法　標語を記入のうえ、郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号を明記し応募。

　 ①郵送 ②応募箱へ投函（消防署・分
署に備え付け ) ③ E メール ④ FAX

問・申　入間東部地区消防組合消防本部予防課
〒 356-0058 ふじみ野市大井中央 1-1-19
☎ 261-6007（直通）FAX  261-4395

yobo-01@irumatohbu119.jp

工事名 完成予定 工事箇所 距離

町道幹線 1 号線
道路修繕工事 平成 27 年 7 月 31 日 上富第 1 区地内 165m

町道幹線 2 号線
道路修繕工事 平成 27 年 7 月 31 日 上富第 3 区地内 180m

 町内工事予定一覧

【集会室】　
舞台付き 72 畳の和室（70 人程度）。通
信カラオケが利用できます。

【和室】　
12 畳（15 人程度）。持ち込み CD でカ
ラオケが利用できます。 
▶ 空き状況　月～土曜日まで電話にて予

約状況を確認してください。
▶ 申請方法　ふれあいセンターに直接お

越しいただき申請書に記入。申請団体
多数の場合は、抽選となりますのでご
了承ください。　　　

問 ･ 申 みよしふれあいセンター☎ 258-7211

ふれあいセンター
集会室・和室の予約受付

子育て世帯臨時特例給付金
の申請を忘れずに

対象者には平成 27 年６月中に児童手
当・特例給付現況届と兼用の申請用紙を
送付しています。申請期限までに返信し
てください。

■ 平成 27 年 5 月 31 日時点で、三芳町
に住民票のある人

■ 平成 27 年度児童手当・特例給付現況
届審査により平成 27 年 6 月分児童手
当の支給を受ける人

※ 支給要件に該当しない人でも、以下に
該当する人は支給対象となる場合があ
りますので、ご相談ください。

・ 児童手当の認定請求を失念する等して、
平成 27 年 6 月分児童手当の対象とな
る児童分の支給が受けられない人

・ 平成 27 年 6 月分の児童手当の支給を
受けていない人で、DV 被害によりお
子さんとともに避難されている人

▶ 12 月 15 日㈫まで

▶支給対象児童１人につき 3,000 円

郵送、または三芳町こども支援課へ申請。

子育て世帯臨時特例給付金申請受付期限

支給額　　　　　　　　　　　　

公務員の人　　　　　　　　　　

児童手当・特例給付現況届未提出の人は
早急に提出してください

問こども支援課児童福祉担当内 244

▶ 支給対象者の、平成 27 年 6 月分の児
童手当の対象となっている児童

農薬は適正に使用し
事故を防止しましょう

農薬を使用する際は、ラベルや袋に表示
された使用方法や注意事項を厳守し、ほ
かの作物への飛散に十分注意してくださ
い。散布量は最低限にするようにし、で
きるだけ、せん定や捕殺など、農薬以外
の防除方法を検討しましょう。
農薬を散布するときは、事前に周辺住民
や施設利用者等に周知するとともに風向
きなどに十分注意し、事故防止に努めて
ください。また、誤飲などの事故を防止
するため、小分けは絶対に行わず、かぎ
をかけて安全に保管管理してください。
問観光産業課農業振興担当内 213

　 支給対象児童            　　　　　　

支給対象者　（全てに該当する人）


